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緊急事態宣言発令を受けての教育活動について 

 

陽炎の候，保護者の皆様には，ますますご清祥のことと存じます。日ごろより，本校

教育にご理解，ご協力をいただきありがとうございます。 

さて，『緊急事態宣言』が発令されたことを受け，別紙『家庭での健康観察の徹底と

体調不良時の対応について（依頼）』を配布いたします。内容をご確認うえ，ご理解ご協

力をお願いします。あわせまして，学習における対応についてお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

・密を避け，クラス単位，ユニット単位での学習を基本とします。 

・校外での学習は行わず，校内での学習とします。 

 ・試食を伴う調理活動は実施しません。 

・部活動を中止します。 

 ・高等部自主通学生徒の時差登校（9:30 までを目途）を推奨します。 

 

※状況を見ながら，上記以外にも実施する対策が出てきます。学習内容の変

更等，ご理解ご協力お願いいたします。 

 

 

 

 


